
○八千代市犯罪被害者等支援に係る見舞金及び支援金の支給等に関する要

綱 

  制定 令和 ８年 ３月３１日告示第 ９７号 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，八千代市犯罪被害者等支援条例（令和８年八千代市条例

第２号。以下「条例」という。）第２１条の規定により市長が別に定めるも

のとして委任された事項のうち，条例第９条に規定する見舞金その他の金銭

的支援に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 ⑴ 犯罪 条例第２条第１号に定める犯罪等のうち，日本国内又は日本国外

にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体

を害する罪に当たる行為その他日本国における刑罰法令に規定する行為（

刑法（明治４０年法律第４５号）第３７条第１項本文，第３９条第１項又

は第４１条の規定により罰せられない行為（同法第３５条又は第３６条第

１項の規定により罰せられない行為を除く。）を含み，過失による行為を

除く。）をいう。 

 ⑵ 性犯罪 犯罪のうち，刑法第１７７条，第１７９条及び第２４１条並び

にこれらの罪（同法第１７９条第１項の罪を除く。）の未遂罪をいう。 

 ⑶ 犯罪被害者 犯罪又は性犯罪の被害を受けた者であって，当該犯罪又は

性犯罪による被害が警察等への照会等により客観的に確認できるものをい

う。 

 ⑷ 重傷病 １月以上の加療を要する負傷又は疾病をいう。 

 ⑸ 市民 条例第２条第３号に定める市民等のうち，住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号）に基づき市の住民基本台帳に記録されている者及び

やむを得ず市の住民基本台帳に記録されていないが市内に居住する者をい

う。 

 ⑹ 家族等 次のいずれかに該当する者をいう。 

  ア 犯罪被害者の配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同



様の事情にある者を含む。以下同じ。）又はパートナー（犯罪被害者と

ともに市のパートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に基づき証明

書若しくは証明カードの交付を受けた者又は他の地方公共団体において

同様の制度に基づき証明書等の交付を受けた者をいう。以下同じ。） 

イ 犯罪被害者の２親等以内の親族（子については，養子縁組の届出をし

ていないが，事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。） 

⑺ 遺族等 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 犯罪により死亡した犯罪被害者の配偶者又はパートナー 

イ 犯罪により死亡した犯罪被害者の２親等以内の親族（子については，

養子縁組の届出をしていないが，事実上の養子縁組関係と同様の事情に

あった場合を含む。） 

 ⑻ 犯罪被害者等 犯罪被害者並びにその家族等及び遺族等をいう。 

（遺族見舞金の支給） 

第３条 市長は，犯罪の発生時において市民であった犯罪被害者の死亡時にお

いて市民であった遺族等（第５条に規定する重傷病見舞金の支給後に死亡し

た犯罪被害者の遺族等を含む。）のうち第１順位者（次条の規定により遺族

見舞金の支給対象者のうちで最も順位の高い者をいう。以下同じ。）に対し，

遺族見舞金を支給する。 

２ 第１順位者となる遺族等が２人以上あるときは，その１人に対してした支

給は，全員に対してなされたものとみなす。 

３ 遺族見舞金の額は，３００，０００円とする。 

４ 前項の規定にかかわらず，重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該

重傷病見舞金の支給に係る犯罪に起因して死亡した場合は，同項に規定する

遺族見舞金の額からその支給を受けた重傷病見舞金の額を控除して得た額を

遺族見舞金の額とする。 

 （遺族見舞金の支給対象者） 

第４条 遺族見舞金を受けることができる遺族等は，次に掲げる者とする。 

 ⑴ 配偶者又はパートナー 

 ⑵ 犯罪被害者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子，父母，

孫，祖父母及び兄弟姉妹 



 ⑶ 前号に該当しない子，父母，孫，祖父母及び兄弟姉妹 

２ 犯罪被害者の死亡当時胎児であった子が出生した場合における前項の規定

の適用については，その子は，その子の母が犯罪被害者の死亡当時に当該犯

罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第２号の子

と，その他のときにあっては同項第３号の子とみなす。 

３ 遺族見舞金を受けるべき遺族等の順位は，第１項各号の順序とし，同項第

２号及び第３号に掲げる者のうちにあっては，それぞれ当該各号に掲げる順

序とする。この場合において，父母については，養父母を先にし，実父母を

後にする。 

４ 次に掲げる者は，遺族見舞金を受けることができる遺族等としない。 

 ⑴ 犯罪被害者を故意に死亡させた者 

 ⑵ 犯罪被害者の死亡前に，当該犯罪被害者の死亡によって遺族見舞金を受

けることができる先順位又は同順位の遺族等となるべき者を故意に死亡さ

せた者 

 ⑶ 遺族見舞金を受けることができる先順位又は同順位の遺族等を故意に死

亡させた者 

（重傷病見舞金の支給） 

第５条 市長は，犯罪により重傷病を負った犯罪被害者（当該犯罪の発生時に

市民であった者に限る。）に対し，重傷病見舞金を支給する。ただし，重傷

病見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者が当該重傷病見舞金の支給に係

る犯罪につき既に性犯罪被害見舞金の支給を受けている場合は，重傷病見舞

金は，支給しない。 

２ 重傷病見舞金の額は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，それぞれ当該

各号に定める額とする。 

⑴ 加療を要する期間が１月以上３月未満である場合 ５０，０００円 

⑵ 加療を要する期間が３月以上である場合 １００，０００円 

 （性犯罪被害見舞金の支給） 

第６条 市長は，性犯罪の被害を受けた犯罪被害者（当該性犯罪の発生時に市

民であった者に限る。）に対し，性犯罪被害見舞金として１００，０００円

を支給する。ただし，性犯罪被害見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者



が当該性犯罪被害見舞金の支給に係る犯罪につき既に重傷病見舞金の支給を

受けている場合は，性犯罪被害見舞金は，支給しない。 

 （家事支援の費用の支援） 

第７条 市長は，犯罪の被害により日常生活を営むことに支障が生じていると

認められる市民であって第３条から前条までの規定による遺族見舞金，重傷

病見舞金又は性犯罪被害見舞金（以下これらを「見舞金」と総称する。）の

支給対象者に該当する者（以下「見舞金支給対象者」という。）が，家事支

援に係るサービス（第９条の規定による支援金の対象となるサービスを除く。

）を利用する必要を生じたときは，５０，０００円を支援金として支給する。 

 （一時保育等支援金） 

第８条 市長は，犯罪の被害によりその監護する子（１２歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にある子に限る。）の家庭での保育が困難となっ

たと認められる見舞金支給対象者がその監護する子の一時保育又は一時預か

りに係るサービスを利用する必要を生じたときは，その監護する子１人当た

り７０，０００円を支援金として支給する。 

 （配食支援金） 

第９条 市長は，犯罪の被害により食事の用意が困難となったと認められる見

舞金支給対象者であって次の各号のいずれかに該当する者が配食に係るサー

ビス等を利用する必要を生じたときは，１人当たり３０，０００円を支援金

として支給する。 

⑴ 遺族見舞金の支給対象者（犯罪の被害の発生時に当該犯罪により死亡し

た犯罪被害者と同居していた者に限る。） 

⑵ 重傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給対象者 

⑶ 前号に掲げる者の家族等（犯罪の被害の発生時に当該犯罪に係る犯罪被

害者と同居していた者に限る。） 

 （転居支援金） 

第１０条 市長は，犯罪の被害により市内に所在する従前の住居に居住するこ

とが困難となったと認められる犯罪被害者等が次の各号のいずれかに該当す

る場合において新たな住居に転居するとき（転居する者が未成年者である場

合は，当該転居についてその者の保護者（親権者又は未成年後見人をいう。



）の同意を得ているときに限る。）は，当該転居に要する費用を支援金とし

て支給する。 

⑴ 従前の住居又はその付近において犯罪が行われたために精神的に当該住

居に居住し続けることが困難となった場合 

⑵ 犯罪により住居が滅失し，又は著しく損壊したために当該住居に居住す

ることが困難となった場合 

⑶ 条例第２条第６号に規定する二次的被害又は同条第７号に規定する再被

害を受け，若しくはこれらを受けるおそれのある場合 

⑷ 犯罪により受けた負傷，疾病，障害，死亡等の被害により従前の住居で

は従来の生活を維持することが困難となった場合 

⑸ 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める場合 

２ 前項の犯罪の被害により市内に所在する従前の住居に居住することが困難

となったと認められる犯罪被害者等とは，次の各号のいずれかに該当する者

とする。 

⑴ 犯罪により死亡した犯罪被害者の遺族等であって，当該犯罪の発生時に

市内で当該犯罪被害者と同居していた者 

⑵ 犯罪により重傷病を負った犯罪被害者であって，当該犯罪の発生時に市

民であった者 

⑶ 性犯罪の被害を受けた犯罪被害者であって，当該性犯罪の発生時に市民

であった者 

⑷ 犯罪のうち，刑法第１０８条，第１１１条第１項及び第１１７条第１項

の罪に当たる行為による犯罪の被害（これらの犯罪による被害が死亡又は

重傷病である場合を除く。）を受けた者であって，これらの犯罪の発生時

に市民であった者 

３ 第１項の支援金の額は２００，０００円とし，支給の回数は１の犯罪の被

害につき１回とする。 

 （見舞金等の支給の制限） 

第１１条 市長は，次に掲げる場合は，この要綱による見舞金及び支援金（以

下「見舞金等」という。）の支給を行わないことができる。 

 ⑴ 犯罪被害者等が犯罪を誘発した場合 



 ⑵ 犯罪被害者等に犯罪に関連する不正な行為その他犯罪の発生につきその

責めに帰すべき行為があった場合 

⑶ 犯罪被害者等がこの要綱により見舞金等の支給の申請を行おうとするの

に係る犯罪（以下この条において「原因となる犯罪」という。）の被害に

関し，他の地方公共団体から同種の支援を受けている場合 

⑷ 原因となる犯罪の被害者と加害者との間に親族関係（事実上の婚姻関係

及び事実上の養子関係並びにパートナーの関係を含む。）がある場合（婚

姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻

していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認

められる事情がある場合を除く。）で，見舞金等の支給を行うことにより

加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるとき。ただし，

犯罪被害者が１８歳未満の者を監護していた場合は，この限りでない。 

⑸ 犯罪被害者等が八千代市暴力団排除条例（平成２４年八千代市条例第２

号）第２条第１号に規定する暴力団若しくは同条第３号に規定する暴力団

員等又はこれらと密接な関係を有している者である場合 

⑹ 前各号に掲げる場合のほか，犯罪被害者等の被害状況，原因となる犯罪，

加害者との関係その他の事情から判断して，見舞金等の支給を行うことが

社会通念上適切でないと市長が認める場合 

２ 市長は，代理人が第１４条の規定による申請を行った場合は，当該代理人

を含め，前項各号に掲げる支給の制限の事由の有無を判断することができる。 

 （見舞金の申請） 

第１２条 見舞金の支給を受けようとする者（以下この条において「申請者」

という。）は，八千代市犯罪被害者等見舞金支給申請書（第１号様式）及び

犯罪被害申告書（第２号様式）に，申請の内容に応じ必要となる書類を添え

て，市長に申請しなければならない。 

２ 遺族見舞金の支給の申請の際に前項に規定する申請書及び申告書に添えて

提出する書類は，次のとおりとする。 

⑴ 犯罪被害者の死亡診断書，死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事

実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し 

 ⑵ 申請者が犯罪の発生時において市民であることを証明する書類 



 ⑶ 申請者の氏名及び生年月日並びに犯罪被害者との続柄が明らかとなる戸

籍の謄本又は抄本その他の証明書 

 ⑷ 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが犯罪被害者の死亡時に

おいて事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは，その事実

を認めるに足りる書類 

 ⑸ 申請者が配偶者以外の者であるときは，第１順位者であることを証明す

ることができる書類 

 ⑹ 申請を行う者が犯罪被害者の死亡の当時その収入によって生計を維持し

ていた者であるときは，犯罪の発生時に当該犯罪被害者の収入によって生

計を維持していた事実を認めることができる書類 

 ⑺ 第１順位者となる遺族等が２人以上あるときは，八千代市犯罪被害者等

見舞金（遺族見舞金）受給代表者決定申出書（第３号様式） 

 ⑻ その他市長が必要と認める書類 

３ 重傷病見舞金又は性犯罪被害見舞金の支給の申請の際に第１項に規定する

申請書及び申告書に添えて提出する書類は，次のとおりとする。 

 ⑴ 重傷病を受けた者にあっては，負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数

に関する医師の診断書の写しその他の証明書 

 ⑵ 申請者が犯罪の発生時において市民であることを証明する書類 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

（支援金の申請） 

第１３条 第７条から第１０条までの規定による各支援金の支給を受けようと

する者（以下この条において「申請者」という。）は，八千代市犯罪被害者

等支援金支給申請書（第４号様式）に，申請者が各支援金の支給を受けるこ

とが必要であることを認めることができる書類その他市長が必要があると認

める書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

 （代理人による申請） 

第１４条 第１２条の規定による見舞金の申請及び前条の規定による支援金の

申請は，申請を行う者が未成年者である場合又はやむを得ない事情によりこ

れらの規定により本人が申請できない場合は，申請を行う本人に代わり，代

理人が申請することができる。 



２ 前項の規定により代理人が申請するときは，第１２条第２項及び第３項並

びに前条に規定する申請に必要な添付書類に加え，代理人であることを証明

する書類（法定代理人にあっては代理人の氏名及び生年月日並びに本人との

続柄が明らかとなる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書，任意代理人にあっ

ては委任状）及び誓約書を提出しなければならない。 

 （申請の期限） 

第１５条 見舞金等の支給の申請は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ

当該各号に定める日から１年を経過したときは，これをすることができない。

ただし，やむを得ない理由があると市長が認めるときは，この限りでない。 

 ⑴ 見舞金及び支援金（次号に掲げるものを除く。）に係る支給の申請 次

のアからエまでに掲げる区分に応じ，当該アからエまでに掲げる日 

  ア イからエまで以外の場合 見舞金等の支給の申請を行おうとする者が

犯罪被害者に係る犯罪の被害を知った日 

  イ 犯罪被害者が犯罪により死亡した場合 見舞金等の支給の申請を行お

うとする者が当該犯罪被害者の死亡の事実を知った日 

  ウ 犯罪被害者が重傷病を負った者である場合 当該犯罪被害者が重傷病

の状態にあると医師が診断した日 

  エ 犯罪の被害が自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関す

る法律（平成２５年法律第８６号）第２条各号の行為によるものである

場合 市長が別に定める日 

 ⑵ 第１０条に規定する転居支援金の支給の申請␣転居をしなければならな

い事由が発生した日 

 （支給の決定） 

第１６条 市長は，第１２条及び第１３条の規定による申請（これらの申請に

ついて第１４条の規定により行われる代理人による申請を含む。）があった

場合は，速やかに必要な審査を行い，見舞金等の支給の可否を決定し，八千

代市犯罪被害者等見舞金等支給可否決定通知書（第５号様式）により，支給の

申請を行った者に通知するものとする。 

２ 市長は，前項の審査に際し，支給の申請を行った者その他の関係者に対し，

その申請にかかる状況等について調査をすることができる。この場合におい



て，市長は，必要に応じて関係機関への照会を行うことができる。 

３ 前項の規定は，見舞金等の支給後においても適用するものとする。 

 （支給決定の取消し） 

第１７条 市長は，前条の規定により見舞金等の支給を決定する通知を受けた

者が次の各号のいずれかに該当するときは，見舞金等の支給の決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき。 

 ⑵ 第１１条の規定に該当することが判明したとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか，見舞金等の支給を決定して犯罪被害者等の

支援を行うことが社会通念上適切でないと市長が認めるとき。 

 （見舞金等の返還） 

第１８条 市長は，前条の規定により見舞金等の支給の決定を取り消した場合

において，当該取消しに係る部分に関し，既に見舞金等が交付されていると

きは，期限を定めて，八千代市犯罪被害者等見舞金等返還命令書（第６号様

式）により支給した見舞金等の全部又は一部に相当する額の返還を命ずるも

のとする。 

２ 前項の規定により市長が見舞金等の返還を命じたときは，当該見舞金等の

支給を受けた者は，市長が定める日までに見舞金等を返還しなければならな

い。 

 （補則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この告示は，令和８年４月１日から施行し，同日以後に発生した犯罪の被害

について適用する。 

 



第１号様式（第１２条第１項） 

八千代市犯罪被害者等見舞金支給申請書 

年  月  日  

 

 （宛先） 八千代市長 

住 所        

（申請者）氏 名        

電 話        

 

八千代市犯罪被害者等見舞金の支給を受けたいので，八千代市犯罪被害者等支援

に係る見舞金及び支援金の支給等に関する要綱第１２条第１項の規定により，次の

とおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 犯罪被害の状況 

   別添の犯罪被害申告書（第２号様式）のとおり。 

 

２ 支給を受けたい犯罪被害者等見舞金の種類 

□遺族見舞金  

□重傷病見舞金 

（□加療を要する期間が１月以上３月未満 □加療を要する期間が３月以上） 

□性犯罪被害見舞金 

 

３ 申請者と犯罪被害者との続柄 

  □配偶者 □子 □父母 □孫 □祖父母 □兄弟姉妹 □パートナー 

 

 

 

 



４ 過去に八千代市から犯罪被害者等に係る見舞金の支給を受けた場合は，その

見舞金をチェックしてください。 

  □遺族見舞金  

□重傷病見舞金 

（□加療を要する期間が１月以上３月未満 □加療を要する期間が３月以上） 

□性犯罪被害見舞金 

 

５ 見舞金の返還 

   見舞金の支給後に当該見舞金の支給を受ける資格がないと判明した場合は，

八千代市犯罪被害者等支援に係る見舞金及び支援金の支給等に関する要綱第１

８条第２項の規定に基づき，既に支給を受けた見舞金を速やかに返還いたしま

す。 

□はい 

 

６ 振込先（申請者名義の口座に限る） 

金融機関  

支店  

口座名義 

（カタカナ） 

 

口座種別 普通・当座・その他 口座番号  

 

７ 代理申請（代理申請を行わない場合は，記載不要） 

代理申請をする理由  

代理人氏名  

代理人の生年月日  

代理人の住所  

代理人の電話番号  



第２号様式（第１２条第１項）  

犯罪被害申告書  

年  月  日  

 

 （宛先） 八千代市長  

住 所          

氏 名          

 

１ 被害の概要  

ふりがな   

被害者の氏名   

被害者の生年月日  年    月    日  

被害者の住所   

被害が発生した日  年    月    日  

被害を知った日  年    月    日  

被害を受けた場所   

犯罪被害にかかる罪名 

（判明している場合） 

 

犯罪被害の概要  

 

 

 

 

 

事件捜査担当警察署等 

都道府県名   

警察署名   

事件受理年

月日  
 

事件受理番

号  
 

 

（申告者）  



２ 支給除外事由の確認  

  以下のとおり，支給除外事由に該当しないことを全て確認しました。  

 

□ 見舞金等の支給の申請を行おうとするのに係る犯罪（以下「犯罪」

といいます。）が，被害者自身並びにその家族等及び遺族等（以下「

被害者等」といいます。）が自ら誘発させたものではありません。  

 

□ 被害者等に，犯罪に関連する不正な行為その他犯罪の発生につきそ

の責めに帰すべき行為はありません。  

 

□ 被害者等は，犯罪の被害に関し，他の地方公共団体から同種の支援

を受けていません。 

 

□ 犯罪の被害者と加害者との間に親族関係（事実上の婚姻関係及び事

実上の養子関係並びにパートナーの関係を含みます。）がある場合（

婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係

が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視すること

が相当と認められる事情がある場合を除きます。）で，見舞金等の支

給を行うことにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認

められるときには当たりません。  

 

□ 被害者等は，八千代市暴力団排除条例（平成２４年八千代市条例第

２号）第２条第１号に規定する暴力団若しくは同条第３号に規定する

暴力団員等又はこれらと密接な関係を有している者ではありません。  

 

□ その他，見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でない場合には

当たりません。  

※ 重傷病見舞金及び性犯罪被害見舞金の場合は，犯罪被害者本人につ

いてのみの確認となります。  

 

３ 情報提供の同意 

   次の項目にチェックをしてください。  

  □ 私は，見舞金の支給に必要な警察等関係機関が保有する犯罪被害者等

の個人情報について，八千代市（八千代市が指名する者を含む。）が収

集し，提供を受けることに同意します。  

 

 



第３号様式（第１２条第２項第７号）  

八千代市犯罪被害者等見舞金（遺族見舞金）受給代表者決定申出書 

年  月  日  

 

 （宛先） 八千代市長  

住 所  

                     （代表者）氏 名 

                          電 話 

 

私は，遺族見舞金の支給対象者である第１順位者を代表し，遺族見舞金を受給す

る者に指定されたことを申し出ます。  

なお，下記第１順位者以外に新たに第１順位となる者が判明した場合は，代表者

の責任において解決いたします。  

 

記 

 

私は，上記代表者が遺族見舞金を受給することに同意します。  

上記代表者以外の第１

順位者の氏名（署名） 

犯罪被害者

との続柄  
住所  連絡先  

    

    

    

 

第１順位者のうち上記欄に署名等ができない者の理由等（未成年者，所在不明等

）について，下記のとおり申出します。  

第１順位者の氏名  
犯罪被害者

との続柄  
署名できない理由  

   

   

 



第４号様式（第１３条）  

八千代市犯罪被害者等支援金支給申請書  

年  月  日  

 

 （宛先） 八千代市長  

住 所  

                     （申請者）氏 名 

                          電 話 

 

八千代市犯罪被害者等支援金の支給を受けたいので，八千代市犯罪被害者等支援

に係る見舞金及び支援金の支給等に関する要綱第１３条の規定により，下記のとお

り申請します。  

 

記  

 

１ 申請内容  

  □家事支援金      □一時保育等支援金 子  人  

□配食支援金   人  □転居支援金  

 

２ 支給要件  

  以下の見舞金の支給要件に該当します。  

  □遺族見舞金  □重傷病見舞金  □性犯罪被害見舞金  

 

３ 過去に八千代市犯罪被害者等支援金の支給を受けた場合は，その支援金をチ

ェックしてください。 

□家事支援金  □一時保育等支援金  □配食支援金  

 

４ 支援金の返還  

   支援金の支給後に当該支援金の支給を受ける資格がないと判明した場合は，

八千代市犯罪被害者等支援に係る見舞金及び支援金の支給等に関する要綱第１

８条第２項の規定に基づき，既に支給を受けた支援金を速やかに返還いたしま

す。 

□はい 



５ 振込先（申請者名義の口座に限る） 

金融機関  

支店  

口座名義 

（カタカナ） 

 

口座種別 普通・当座・その他 口座番号  

 

６ 代理申請（代理申請を行わない場合は，記載不要） 

代理申請をする理由  

代理人氏名  

代理人の生年月日  

代理人の住所  

代理人の電話番号  

 

 



第５号様式（第１６条第１項）  

八千代市犯罪被害者等見舞金等支給可否決定通知書  

年  月  日  

 

       様  

八千代市長      印  

 

年   月   日付けで申請のあった八千代市犯罪被害者等の支援に係る

金銭（遺族見舞金・重傷病見舞金・性犯罪被害見舞金・各種支援金）の支給

について，下記のとおり決定したので，通知します。  

 

記  

 

１ 支給します。  

   支給決定額              円  

   （内訳）  

支援金区分  金額  

遺族見舞金  円  

重傷病見舞金  円  

性犯罪被害見舞金  円  

家事支援金  円  

一時保育等支援金  円  

配食支援金  円  

転居支援金  円  

 

２ 支給しません。 

   理由  

 

 



第６号様式（第１８条第１項）  

八千代市犯罪被害者等見舞金等返還命令書 

年  月  日  

 

       様  

八千代市長      印   

 

年   月   日付     号により支給決定のあった八千代市犯罪被

害者等の支援に係る金銭（遺族見舞金・重傷病見舞金・性犯罪被害見舞金・

各種支援金）について，八千代市犯罪被害者等支援に係る見舞金及び支援金

の支給等に関する要綱第１８条第１項の規定により，下記のとおり返還を命

ずる。  

 

記  

 

見舞金等の支給決定額 円      

見舞金等の既支給額 円      

返還すべき金額  円      

返還期限  年  月  日  

返還を命ずる理由   

返還方法   

 

 

 


